
⑨
前まで

・案内図

『景観条例』・『中高

３０日

前までにお願いします。

「景観条例」・「中高層集合
住宅に関する条例」に基づくもの等々です。

３０日前までにお願いします。

許可申請が必要な広告物屋外広告物条例の許可申請が必要な広告物

（変更:平成２９年３月 1日）
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認定申請提出

事前相談

※１

※２

※２　補助８１号線沿道地区で、容積率が３００

　　　％を超える場合に必要です。

　地区計画の届け出は、「工事着手の３０日前」かつ「建築確認申請の前」までにお願い

します。届け出及び内容の変更を要する場合は、以下の書類を添えて都市計画課まで提出

をしてください。 ‥‥都市計画法第５８条の２第1項




